
頁 位置 頁 位置 分類 理由

基準 1 基準-12 法令枠内

政令第１条（特定工作物）
　都市計画法（以下「法」という。）第４条第11 項の周辺
の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工
作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 アスファルトプラント
二 クラッシャープラント
三 危険物（建築基準法施行令（昭和25 年政令第338 号）
第116 条第１項の表の危険物品の種類の欄に掲
げる危険物をいう。）の貯蔵又は処理に供する工作物（石
油パイプライン事業法（昭和47 年法律第105
号）第５条第２項第２号に規定する事業用施設に該当する
もの、港湾法（昭和25 年法律第218 号）第２
条第５項第８号に規定する保管施設又は同項第８号の２に
規定する船舶役務用施設に該当するもの、漁港漁場整備法
（昭和25 年法律第137 号）第３条第２号ホに規定する補給
施設に該当
するもの、（以下、略）

基準-12 法令枠内

政令第１条（特定工作物）
　都市計画法（以下「法」という。）第４条第11 項の周辺
の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工
作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 アスファルトプラント
二 クラッシャープラント
三 危険物（建築基準法施行令（昭和25 年政令第338 号）
第116 条第１項の表の危険物品の種類の欄に掲
げる危険物をいう。）の貯蔵又は処理に供する工作物（石
油パイプライン事業法（昭和47 年法律第105
号）第５条第２項第２号に規定する事業用施設に該当する
もの、港湾法（昭和25 年法律第218 号）第２
条第５項第８号に規定する保管施設又は同項第８号の２に
規定する船舶役務用施設に該当するもの、漁港及び漁場の
整備等に関する法律（昭和25 年法律第137 号）第３条第２
号ホに規定する補給施設に該当
するもの、（以下、略）

法令改正 政令改正による。

基準 2 基準-20 法令枠内

政令第21 条（適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を
図る上で支障がない公益上必要な建築物）
　法第29 条第１項第３号の政令で定める建築物は、次に掲
げるものとする。
一～六　略
七 港湾法第２条第５項に規定する港湾施設である建築物又
は漁港漁場整備法第３条
に規定する漁港施設である建築物
（以下、略）

基準-20 法令枠内

政令第21 条（適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を
図る上で支障がない公益上必要な建築物）
　法第29 条第１項第３号の政令で定める建築物は、次に掲
げるものとする。
一～六　略
七 港湾法第２条第５項に規定する港湾施設である建築物又
は漁港及び漁場の整備等に関する法律第３条
に規定する漁港施設である建築物
（以下、略）

法令改正 政令改正による。

基準 3 基準-22 法令枠内

政令第21 条（適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を
図る上で支障がない公益上必要な建築物）
　法第29 条第１項第３号の政令で定める建築物は、次に掲
げるものとする。
一～二十六　略
二十七 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立
研究開発法人量子科学技術研究開発機構法（平成11 年法律
第176 号）第16 条第１号に掲げる業務の用に供する施設で
ある建築物
（以下、略）

基準-22 法令枠内

政令第21 条（適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を
図る上で支障がない公益上必要な建築物）
　法第29 条第１項第３号の政令で定める建築物は、次に掲
げるものとする。
一～二十六　略
二十七 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立
研究開発法人量子科学技術研究開発機構法（平成11 年法律
第176 号）第16 条第１項第１号に掲げる業務の用に供する
施設である建築物
（以下、略）

法令改正 政令改正による。

「都市計画法による開発許可に係る審査基準」　改定　新旧対照表
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「都市計画法による開発許可に係る審査基準」　改定　新旧対照表

手引き
現　　行

手引き
改　　正

整理
番号

分類

旧 新
改正理由

基準 4 基準-23 上段

＜審査基準＞
１ 略
２ 公益上必要な建築物
これらに該当する建築物は、次のとおりとされている。
(１) ～（８）　略
(９) 港湾法による港湾施設であるもの又は漁港漁場整備法
による漁港施設であるもの
（以下、略）

基準-23 上段

＜審査基準＞
１ 略
２ 公益上必要な建築物
これらに該当する建築物は、次のとおりとされている。
(１) ～（８）　略
(９) 港湾法による港湾施設であるもの又は漁港及び漁場の
整備等に関する法律による漁港施設であるもの
（以下、略）

法令改正 政令改正による。

基準 5 基準-24 上段

＜審査基準＞
１ 略
２ 公益上必要な建築物
これらに該当する建築物は、次のとおりとされている。
(１) ～（29）　略
(30) 独立行政法人日本原子力研究開発機構が独立行政法人
日本原子力研究開発機構法による業務の用に供するもの
(31) 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資
源機構法による業務の用に供するもの
(32) 独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇
宙航空研究開発機構法による業務の用に供するもの
(33) 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法又は
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律によ
る業務の用に供するもの

基準-24 上段

＜審査基準＞
１ 略
２ 公益上必要な建築物
これらに該当する建築物は、次のとおりとされている。
(１) ～（29）　略
(30) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研
究開発法人量子科学技術研究開発機構法による業務の用に
供するもの
(31) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究
開発法人日本原子力研究開発機構法による業務の用に供す
るもの
(32) 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資
源機構法による業務の用に供するもの
(33) 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開
発法人宇宙航空研究開発機構法による業務の用に供するも
の
(34) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機
構が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機
構法又は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する
法律による業務の用に供するもの

法令改正
その他

政令改正による。
所要の整備。

基準 6 基準-30 法令枠内

規則第15 条（開発許可の申請書の記載事項）
　法第30 条第１項第５号の国土交通省令で定める事項は、
次に掲げるもの（主として、自己の居住の用に供する住宅
の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建
築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの
建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（開発
区域の面積が１ヘクタール以上のものを除く。）にあつて
は、第４号に掲げるものを除く。）とする。

基準-30 法令枠内

規則第15 条（開発許可の申請書の記載事項）
　法第30 条第１項第５号の国土交通省令で定める事項は、
次に掲げるもの（主として、自己の居住の用に供する住宅
の建築の用に供する目的で行う開発行為（当該開発行為に
関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36 年法
律第191 号）第12 条第１項又は第30 条第１項の許可を要
するものを除く。）又は住宅以外の建築物若しくは特定工
作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の
用に供する目的で行う開発行為（当該開発行為に関する工
事が当該許可を要するもの及び開発区域の面積が１ヘク
タール以上のものを除く。）にあつては、第４号に掲げる
ものを除く。）とする。

法令改正 省令改正による。
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「都市計画法による開発許可に係る審査基準」　改定　新旧対照表
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基準 7 基準-46 法令枠内

規則第28 条の４（軽微な変更）
　法第35 条の２第１項ただし書の国土交通省令で定める軽
微な変更は、次に掲げるものとする。
一 略
二 工事施行者の変更。ただし、主として、自己の居住の用
に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は
住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に
供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開
発行為（開発区域の面積が１ヘクタール以上のものを除
く。）以外の開発行為にあつては、工事施行者の氏名若し
くは名称又は住所の変更に限る。
三 略

基準-46 法令枠内

規則第28 条の４（軽微な変更）
　法第35 条の２第１項ただし書の国土交通省令で定める軽
微な変更は、次に掲げるものとする。
一 略
二 工事施行者の変更。ただし、主として、自己の居住の用
に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為（当
該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法
第12 条第１項又は第30 条第１項の許可を要するものを除
く。）又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の
業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目
的で行う開発行為（当該開発行為に関する工事が当該許可
を要するもの及び開発区域の面積が１ヘクタール以上のも
のを除く。）以外の開発行為にあつては、工事施行者の氏
名若しくは名称又は住所の変更に限る。
三 略

法令改正 省令改正による。

基準 8 基準-46 下段

＜審査基準＞
１～２　略
３（１）　略
(２) 工事施行者の変更
　１ha 以上の自己業務用又は非自己用の場合又は開発区域
の土地が宅地造成及び特定盛土等規制法の規制区域に含ま
れている場合、工事施行者の氏名・名称又は住所の変更に
限る（これら以外を変更する場合は、変更許可が必要とな
る。なお、自己居住用又は１ha 未満の自己業務用の場合で
あって、開発区域の土地が宅地造成及び特定盛土等規制法
の規制区域に含まれていない場合に限り、工事施行者を別
の主体に変更するような場合であっても、この届出で足り
る。）。
（以下、略）

基準-46 下段

＜審査基準＞
１～２　略
３（１）　略
(２) 工事施行者の変更
　１ha 以上の自己業務用又は非自己用の場合又は開発行為
に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第１
項又は第30 条第１項の許可を要する場合、工事施行者の氏
名・名称又は住所の変更に限る（これら以外を変更する場
合は、変更許可が必要となる。なお、自己居住用又は１ha
未満の自己業務用の場合であって、開発行為に関する工事
が宅地造成及び特定盛土等規制法第12 条第１項又は第30
条第１項の許可を要しない場合に限り、工事施行者を別の
主体に変更するような場合であっても、この届出で足り
る。）。
（以下、略）

法令改正 省令改正による。
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基準 9 基準-49 下段

＜審査基準＞
　開発許可を受けた区域においては、次のいずれかに該当
するものに限り、当該開発行為に関する工事の完了公告
前に建築等を行うことができる。
(１) 略
(２) 略
(３) 知事等が次のいずれかに該当するものとして支障がな
いと認めたものであること。ただし、原則として、法第36
条第３項の規定による工事完了公告があるまでは建築物等
の使用を制限する旨の条件を付すものとする。
　ア 略
　イ 略
　ウ 次の要件を具備するもので、その必要最小限の部分で
あること。
　　(ｱ) 原則として自己用の開発行為であること。
　　(ｲ) 建築物と擁壁等が近接しており、開発行為の完了
後に建築等が行われることによって擁壁等が損壊するおそ
れがある場合、地下室等の壁面が土留擁壁を兼ねている等
構造上開発行為と一体の建築工事である場合その他開発行
為と切り離して施工することが不適当なものであること。
　　(ｳ) 開発行為に関する工事が適正に進行しており、開
発行為が許可どおり行われることが確実と認められる
こと。
　エ 略
　オ 略

基準-49 下段

＜審査基準＞
　開発許可を受けた区域においては、次のいずれかに該当
するものに限り、当該開発行為に関する工事の完了公告
前に建築等を行うことができる。
(１) 略
(２) 略
(３) 知事等が次のいずれかに該当するものとして支障がな
いと認めたものであること。ただし、原則として、法第36
条第３項の規定による工事完了公告があるまでは建築物等
の使用を制限する旨の条件を付すものとする。
　ア 略
　イ 略
　ウ 次の要件を具備するもので、その必要最小限の部分で
あること。
　　(ｱ) 原則として自己用の開発行為であること。
　　(ｲ) 建築物と擁壁や排水施設等が近接しており、開発
行為の完了後に建築等が行われることによって擁壁や排水
施設等が損壊するおそれがある場合、地下室等の壁面や建
築物の基礎が土留擁壁を兼ねている等構造上開発行為と一
体の建築工事である場合その他開発行為と切り離して施工
することが不適当なものであること。
　　(ｳ) 開発行為に関する工事が適正に進行しており、開
発行為が許可どおり行われることが確実と認められる
こと。
　エ 略
　オ 略

国通知 国の技術的助言による運用解釈の追加。

基準 10 基準-124 下段

＜審査基準＞
　市街化調整区域内の既存の工場における事業と密接な関
連を有する事業の用に供する建築物の建築等を目的とする
もので、次の要件を具備するものが許可対象となる。
１　自己の生産物の原料又は部品の50％以上を依存し、あ
るいは自己の生産物の50％以上を原料又は部品として納入
する等、人的関連や資本的関連ではなく、具体的な事業活
動に着目して、生産、組立て、出荷等の各工程に関して不
可分一体の関係にあること。
２　これらの事業活動の効率化（質的改善、量的拡大のい
ずれも含む。）を図るための市街化調整区域内において建
築し、又は建設することが必要と認められること。

基準-124 下段

＜審査基準＞
　市街化調整区域内の既存の工場における事業と密接な関
連を有する事業の用に供する建築物の建築等を目的とする
もので、次の要件を具備するものが許可対象となる。
１　自己の生産物の原料又は部品の50％以上を依存し、あ
るいは自己の生産物の50％以上を原料又は部品として納入
する等、人的関連や資本的関連ではなく、具体的な事業活
動に着目して、生産、組立て、出荷等の各工程に関して不
可分一体の関係にあること。
２　これらの事業活動の効率化（質的改善又は量的拡大の
いずれか一以上）を図るための市街化調整区域内において
建築し、又は建設することが必要と認められること。ただ
し、質的改善を伴わない場合は、既存工場と敷地が隣接又
は近接していて、敷地拡張後の面積が従前の２倍以内であ
ることを要する。

国指針改正 国の技術的助言による運用指針改正。
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